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第２１回 

 

 

 

島原市農業委員会総会議事録 

 
 

 

 

 

注：発言の内容については、その要旨を記載しております。 

（発言そのものの記載ではありません。） 

 

この公開用議事録は個人情報に関連すると思われる部分等については削除しています。 

 

 

 

 

 

 

平成３１年２月２７日（水）午後２時００分より 

於：島原市有明総合文化会館 ２階 多目的ホール１ 
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第２１回 島原市農業委員会総会 

 

１．開会日時   平成３１年２月２７日（水）  １４時００分 

 

２．閉会時間   平成３１年２月２７日（水）  １４時３６分 

 

３．開催場所   島原市有明総合文化会館 ２階 多目的ホール１ 

 

４．出席委員者の数  １６名   

 

５．欠席委員者の数   ２名 

 

６．出席推進委員の数  ３名 

 

７．報告事項 

報告第１号  農地法第１８条第６項の規定（合意解約）による通知書について 

   報告第２号  農地賃借料の水準について 

 

８．議案 

第 １ 号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請について 

第 ２ 号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第 ３ 号議案 非農地証明願について 

第 ４ 号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について 
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 午後２時００分開始 

議長 

皆さんこんにちは、只今より、第２１回島原市農業委員会の総会を開催します。 

本日、・・番 ・・・・・ 委員は所要の為、欠席との連絡があっております。 

本日の出席者数は、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、定足数に達しており

ますので総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名につきましては、島原市農業委員会会議規則第１５条第２項の規定により、

議長が指名することになっており、・・番 ・・・・・ 委員、・・番 ・・・・・ 委員を指名し

ます。 

 

議長 

初めに、報告事項です。事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定（合意解約）による通知書について報告します。 

議案集１ページに記載のとおりで、３件 ６筆 ４，７１８平方メートルの届けがありました。 

次に、報告第２号、農地賃借料の水準について報告します。 

農業委員会等に関する法律第６条第３項第２号「農業一般に関する調査及び情報の提供」に基づき、

農地の賃貸借契約の目安となる地域の実勢を踏まえた賃借料情報を提供しており、今回は、島原市の

平成３０年１月から１２月までに締結・公告された賃貸借における賃借料水準、１０アール当たりの

情報を提供しようとするものです。 

３０年分のデータ数は田が６０件 畑が１７６件 合せて２３６件となっています。 

田の島原市の平均額は２０，１００円、畑の島原市の平均額は２２，２００円となっています。 

  なお、各地区の状況は、議案集２ページに記載のとおりとなっています。 

今後ホームページ等に掲載し周知をします。以上で報告を終わります。 

 

議長 

  ただいまの報告に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見、ご質問等がないようですので、議案に入ります。 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の１番を上程します。 事

務局の説明を求めます。 
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事務局 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の１番について説明します。 

１番の譲渡人は、・・・の・・・・・さん、譲受人は、・・・の・・・・・さんです。 

畑 １１筆 １１，８４４平方メートルを・・・贈与するための申請です。 

取得後の耕作面積は、２０，８２３平方メートルで、農機具は、トラクター１台、耕運機１台、動

噴１台、トラック１台を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の１番について報告します。 

１番の譲受人は、農家で２８年の農作業暦があります。 

両親と妻の４人で、・・・・・農業を営んでおり、大根、人参、白菜を作付している状況で、問題

なしと見ております。 ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第１号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第１号議案の１番について、許可することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可

申請の１番は許可することに決定します。 

次に、第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の２番を上程します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の２番について説明します。 
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２番の譲渡人は、・・・の・・・・・さん、譲受人は、・・・の・・・・・さんです。 

畑 １筆 ８０９平方メートルを売買するための申請です。 

取得後の耕作面積は、９，２２２．９９平方メートルで、農機具は、トラクター１台、管理機１台、

動噴１台を所有しており、すべての許可要件を満たしております。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可申請の２番について報告します。 

２番の譲受人は、兼業農家で、２０年の農作業暦があります。 

妻と、子の妻の３人で農業を営んでおり、人参、じゃが芋を作付してあります。 

申請地には、パッションフルーツの作付を予定し、通作距離は自宅より徒歩１０分ということで、

問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第１号議案の２番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第１号議案の２番について、許可することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第１号議案 農地法第３条第１項（所有権移転）の規定による許可

申請の２番は許可することに決定します。 

次に、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番を上程します。事務局の説明

を求めます。 

 

事務局 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番について説明します。 
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１番の譲渡人は・・・の・・・・・さん、譲受人は・・・の・・・・・さんで、申請地５９８平方

メートルを譲り受け、木造平屋建住宅を建築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種住居地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番について報告します。 

１番の申請地は・・・の一角にあり、北側は道路及び河川、東側及び南側は宅地、西側は農地とな

っております。 

既存の擁壁があることから、現状のまま利用し、雨水は溜桝を経由して道路側溝へ、汚水及び生活

雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請１番について、

ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の１番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の１番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の２番を上程します。事務局の説明

を求めます。 

 

事務局 
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第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請２番について説明します。 

２番の賃貸人は・・・の・・・・・さん、賃借人は・・・の・・・・・さんで、申請地１，１６６

平方メートルを借り受け、貸家を８棟建築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種住居地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の２番について報告します。 

２番の申請地は２か所で、・・・及び・・・の一角にあり、・・・については、西側は道路、それ

以外の周囲は宅地となっております。また、・・・は、北側は農地、東側及び西側は道路、南側は宅

地、となっております。 

２か所とも既存の擁壁があることから、現状のまま利用し、雨水は溜桝を経由して道路側溝へ、汚

水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請２番について、

ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の２番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の２番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の３番を上程します。事務局の説明

を求めます。 
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事務局 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請３番について説明します。 

３番の譲渡人は、・・・の・・・・・さん及び・・・・・さん、譲受人は、・・・の・・・・・さ

んで、申請地５４１平方メートルを譲り受け、木造平屋建貸家を建築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種住居地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の３番について報告します。 

３番の申請地は・・・の一角にあり、北側及び東側は道路、南側及び西側は宅地となっております。 

切土整地し、周囲にはコンクリートブロックを設け、雨水は溜桝を経由して道路側溝へ、汚水及び

生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請３番について、

ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の３番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の３番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の４番を上程します。事務局の説明

を求めます。 
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事務局 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請４番について説明します。 

４番の譲渡人は、・・・の・・・・・さん、譲受人は、・・・の・・・・・さんで、申請地１，７

５４．５３平方メートルを譲り受け、ガソリンスタンドとして利用したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第二種住居地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の４番について報告します。 

４番の申請地は２か所で、ともに・・・の一角にあり、山側の申請地については、北側及び西側は

宅地、東側及び南側は道路となっております。 

また、海側の申請地については、北側及び南側は宅地、東側は農地、西側は道路となっております。 

海側の申請地については、盛土造成し擁壁を設け、雨水は自然流下で水路へ、山側の申請地につい

ては、現状のまま利用し、雨水は排水管を通じ道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由

して道路側溝へ放流となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請４番について、

ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の４番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の４番は許
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可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の５番を上程します。事務局の説明

を求めます。 

 

事務局 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の５番について説明します。 

５番の賃貸人は・・・の・・・・・さん、・・・の・・・・・さん、・・・の・・・・・さん、賃

借人は・・・の・・・・・さんで、申請地１，５７３．８９平方メートルを借り受け、葬儀場として

利用したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種住居地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の５番について報告します。 

５番の申請地は・・・の一角にあり、北側及び南側は宅地、東側は雑種地、西側は道路となってお

ります。 

盛土造成し擁壁を設け、雨水は敷地内に新設する集水桝で調整し、水路へ、汚水及び生活雑排水は

合併浄化槽を経由して水路へ放流となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請５番について、

ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の５番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 
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議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の５番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の６番を上程します。事務局の説明

を求めます。 

 

事務局 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の６番について説明します。 

６番の譲渡人は・・・の・・・・・さん、譲受人は・・・の・・・・・さんで、申請地７１３平方

メートルを譲り受け、木造平屋建貸家を５棟建築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の第一種住居地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の６番について報告します。 

６番の申請地は・・・の一角にあり、北側は道路、東側及び西側は農地、南側は道路を挟んで農地

となっております。 

既存の擁壁があることから、現状のまま利用し、南側にはコンクリート壁を新設し、、雨水は自然

流下で道路側溝へ、汚水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流となっており、問題

なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請６番について、

ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の６番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の６番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

次に、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の７番を上程します。 

本件については、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、除斥の必要がありますので、・

番 ・・・・・ 委員の退場を求めます。 

 

（・・・・・ 委員 退場） 

 

議長 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の７番について説明します。 

７番の使用貸人は・・・の・・・・・さん、使用借人は・・・の・・・・・さんで、申請地３６８

平方メートルを借り受け、木造平屋建住宅を建築したいとの申請です。 

申請地は、都市計画区域内の工業地域であることから、第３種農地と判断しております。 

被害防除計画は別途添付しておりますので説明を省略いたします。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の７番について報告します。 

７番の申請地は・・・の一角にあり、北側は道路を挟んで農地、それ以外の周囲は使用貸人所有の

農地となっております。 

既存の石積み及び擁壁があることから、現状のまま利用し、雨水は溜桝を経由して道路側溝へ、汚

水及び生活雑排水は合併浄化槽を経由して道路側溝へ放流となっており、問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請７番について、
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ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第２号議案の７番は許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の７番は許

可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定します。 

・番 ・・・・・ 委員の入場を求めます。 

 

（・・・・・ 委員 入場） 

 

議長 

７番の案件は許可相当と認め、県知事に意見書を送付することに決定しましたので報告します。 

次に、第３号議案 非農地証明願いの１番を上程します。事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 非農地証明願いの１番について説明します。 

１番の申出人は・・・の・・・・・さんで、申請地は平成５年月日不詳頃から隣接する・・・・番

（宅地）と一体に住宅用地として利用されております。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第３号議案 非農地証明願いの１番について報告します。 

１番の申請地は・・・の一角にあり、北側は道路、東側は申出人所有の農地、南側は申出人所有の

宅地、西側は農地となっております。 

現地を見ますと、住宅が建って、隣接する宅地と一体に住宅用地として使用されており、非農地証

明を交付することに問題なしと見て参りました。 
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ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案の１番について、ご意見等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の１番は非農地証明書を交付してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案の１番は非農地証明書を交付することに決定します。 

次に、第３号議案 非農地証明願いの２番を上程します。事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第３号議案 非農地証明願いの２番について説明します。 

２番の申出人は・・・の・・・・・さんで、申請地は昭和５７年月日不詳頃から隣接する・・・・

番・（宅地）と一体に住宅用地として利用されております。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今の説明に関連して、現地調査員より現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 ・・・・・ 

委員 

 

現地調査員 

第３号議案 非農地証明願いの２番について報告します。 

２番の申請地は・・・の一角にあり、北側は申出人所有の宅地、東側及び南側は申出人所有の農地、

西側は道路となっております。 

現地を見ますと、隣接する宅地と一体に住宅用地として使用されており、非農地証明を交付するこ

とに問題なしと見て参りました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

只今、説明がありましたが、第３号議案の２番について、ご意見等はありませんか。 
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（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第３号議案の２番は非農地証明書を交付してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 

 

議長 

異議なしと認めます。よって、第３号議案の２番は非農地証明書を交付することに決定します。 

次に、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について、上程しま

す。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）について、説明します。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集積計画（案）の承認を得よ

うとするものであります。 

  利用権設定については、議案集９ページから１１ページに記載のとおりで 

  耕作権の新規設定  ５件  ６筆  ７，９６２．００㎡ 

  耕作権の再設定   ９件 ２１筆 １５，４５３．００㎡ 

合  計    １４件 ２７筆 ２３，４１５．００㎡ です。 

次に、農業経営基盤強化促進法による所有権移転については、議案集１２ページに記載のとおりで、

４件 ６筆 ６，１００．００㎡です。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」という発声） 

 

議長 

ご意見等がありませんので、第４号議案 農用地利用集積計画（案）を承認することに決定してよ

ろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」という発声） 
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議長 

異議なしと認めます。よって、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画（案）

は承認することに決定します。 

以上で、第２１回島原市農業委員会に付議されました案件はすべて議了しました。 

これで、第２１回島原市農業委員会総会を閉会します。 

 

                      午後２時３６分 


